
新規高等学校卒業予定者等
求人申込み説明会

令和8年５月14日（木） 13：45～

新発田市カルチャーセンター

ハローワーク新発田
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【資料No.2-1】



高校生（ハローワーク新発田）の求人・就職状況①

管内求人数・求職者数・求人倍率・求職者割合の推移
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管内地域：新発田市、胎内市、阿賀野市、聖籠町
（新発田、西新発田、新発田南、新発田農業、

新発田商業、中条、阿賀野、新発田中央、開志国際）

新型コロナウイルス
の影響で求人減
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例年、最初の
1月で約7割の
生徒が内定を
得ています。

9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末

高卒予定者の就職内定者数・内定率の推移（ハローワーク新発田管内）

高校生（ハローワーク新発田）の求人・就職状況②

卒業前までにはほ
とんどの生徒が内
定を得ています。
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令和９年3月管内高卒予定者の就職希望状況（職種別）

令和８年4月ハローワーク新発田管内高校調査（速報値）

来春の管内新規高卒予定者：１２７４人。そのうち、就職希望者は、約２２７名です



月 高卒求人取扱日程
事業所の主な
採用活動

高校では

6 1日 求人受理 求人申込み

7 1日 求人公開
・「高卒就職情報WEB提供

サービス｣により全国の
高校へ公開

・｢求人第一報｣（管内求人一覧
表の冊子）を管内及び
近隣の各高等学校へ提供

 
※ユースエール認定企業は求人
票と企業紹介を掲載した別冊
を作成し提供

学校訪問又は求人票郵送
・ハローワークの受理印が
押印された求人票原本を
使用

・訪問前に学校へ事前連絡を
お願いします

応募前職場見学受け入れ
・日程を設定する場合は、7～

8月上旬までに複数回設定
をお願いします

・留意点について冊子「求人
者のみなさまへ」P66参照

・三者面談
・企業説明会や
職場見学参加

8
・応募書類作成
・選考試験準備
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令和８年度 高校生の選考・採用スケジュール

7月8日・9日 ハローワーク新発田主催
「2027新発田地域合同企業説明会」

新発田市カルチャーセンター

この間の活動が特に重要！



月 高卒求人取扱日程
事業所の主な
採用活動

高校では

9 5日 推薦開始

16日 選考開始

5日以降 応募受付

・応募書類（履歴書・調査書・紹介

状）が各高校からそれぞれ直送さ

れます。

・早期に学校を通じて生徒へ文書で

面接日等を通知してください。

（面接日の設定は16日以降）

16日以降 採用選考

内定通知関係事務

1人1社ずつ応募
（９月末まで）

10 1日～複数応募可

卒業式以降の入社

求人の有効期限：翌年6月末
（充足または、受付期間を設け受付期間が終了した場合以外は途中で取下げ不可）
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令和８年度 高校生の選考・採用スケジュール（つづき）



高校生募集に当たっての留意事項

● 的確な採用計画の樹立（学歴別の採用計画）
「高卒求人」と「一般求人（中途採用）」や「大学等求人」の採用は、必ず「別枠」にして
ください。
高卒求人をお申し込みいただいた後で「未充足取下げ」や「募集人数の削減」は原則認められませ
ん。（学校へ事情説明・謝罪及びハローワークへの報告書の提出が必要となります。）

● 家庭訪問の禁止

● 利益供与の禁止

● 直接募集（生徒への勧誘）の禁止

● 文書募集等の制限

● 労働条件の明示
面接等の過程で労働条件に変更があった場合は、速やかに書面で知らせること。

なお、当初の明示（求人）条件を変更し、削除し、又は当初明示
した条件に含まれない従事する業務の内容等を追加することは不適
切とされています。

⇒的確な採用を計画してください。

⇒安易な変更はできないため、求人内容は慎重にご確認ください。
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「求人者のみなさまへ」P11～33.



採用選考に関しての留意点
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（１）選考の開始（面接試験日）

● 応募があった場合は、可能な限り早期に選考の実施を！

高校生は９月３０日まで「１人１社制」としており、不採用の結果通知を
受けてから次の応募となるため、応募者が少ない等の理由で選考日程を遅ら
せることのないようにしてください。

● 面接試験日の案内は、早期に学校を通じて文書で本人へ通知を！
（作成例：「求人者のみなさまへ」P62）

（２）選考方法
● 「全国統一応募用紙（履歴書）」「調査書」以外の書類は提出を求めない

でください

● 書類選考のみで採否を決定せず、面接の実施を！

生徒が体調不良などで面接日延期等の申し出があったときは、後日別途面接の機会
を設ける等、可能な限りチャンスを与えてください。

● 本人の適性・能力のみを基準とし、公正な採用選考を！
採用選考の担当者全員が「公正採用選考」の考え方を理解し、実行する社内体制を
整えてください。



採用選考に関しての留意点
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（３）結果の通知

● 結果通知は速やかに（原則３日以内）

・ 結果通知の遅れは本人に不安を抱かせます。特に不採用の場合は次の
就職活動にも支障をきたしますので、速やかに学校へ文書で通知してく
ださい。

・ 現在の郵便事情を考慮いただき（近隣地域でも２日かかります）、
３日を経過しても選考結果が確定しない場合は、各高校へ選考状況等の
ご連絡をお願いします。

・ 不採用者の応募書類は学校へ速やかに返送してください。

≫学校へは「採否結果通知書」

≫本人へは学校経由で「採用内定通知書」又は「選考結果通知書」

≫ハローワークへは「高卒求人選考結果・募集状況報告」（Web報告)

様式「求人者のみなさまへ」P57～64



採否決定後の留意事項について
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「求人者のみなさまへ」 P138～

● 学校を通して生徒へ書面による労働条件の明示を

（求人票と差異がないようご確認ください。）

● 受入れ時の提出書類について

入社承諾書には一方的な解約権をつけないでください。
その他の入社後で足りる書類は入社後に、また書類の必要性について
再点検をお願いします。

● 入社日の通知はお早めにお願いします

入社日の通知は、日時、場所、携行品、服装等の詳細を、本人及び学校
へ文書で通知してください。

● 入社日（研修・実習・講習含む）は卒業式以降に



採否決定後の留意事項について（つづき）
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● 入社後の教育にご配慮ください
業務内容の説明書や社内報を送付するなどして事業所の様子を知らせ
ましょう。
入社後は会社の規則や仕事の手順等を説明し、「誰に何を聞いたらい
いのかわからない」といったことが無いよう、指導する担当者を決め
るなど、受入れ体制を整えてください。

■採用内定取消しの防止について

● 新卒者の「内定取消し」や「入職時期の繰下げ」は

認められていません
万一やむを得ない理由で内定取消しや入職時期の繰下げをする場合で

あっても、事前にハローワークへの通知等が必要となります。場合に
よっては内定取消しを行った企業名の公表もあります（職業安定法施行
規則第１７条の４）ので、決して内定取消しが行われることのないよう
お願いします。



高卒求人申込み方法
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■インターネットから申し込む

（１）「求人者マイページ」開設
→開設する場合は、メールアドレスの登録が必要です。

当所HP「事業主の方へ」よりご確認ください。

（２） からログインし、仮登録を行う
求人者マイページにログイン

求人者マイページにログイン

＊ 新規申込みの他、過去の求人データを利用して作成できます。
＊ ハローワークでの求人受理後､マイページ上で求人票を確認できます。

■求人申込書等を記入して申し込む

❶求人申込書に記入する場合は、ハローワーク新発田HP又は窓口で用紙を取得し、窓口へ申し込む。
❷過去の求人票を使用して申し込む場合は、過去の求人票に加筆修正後、窓口へ申込む。

R2.1前の求人票は様式変更前のもののため❶によりお申し込みください。

7月1日に一斉にハローワークの受理印を押印した原本を事業所あてに
郵送します。（７月１日以降に学校訪問等を行ってください）

受理後

■留意事項

・求人の公開を希望しない場合（学校指定を希望する場合）は、別添様式「推薦依頼高校一覧」
を作成していただき求人票と一緒に学校へご提出下さい。
・様式は、ハローワーク新発田のホームページからダウンロードできます。

https://kyujin.hellowork.mhlw.go.jp/kyujin/GEAB040010.do?action=initDisp&screenId=GEAB040010
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求人作成に関してのお願いとポイント 「求人者のみなさまへ」P39～56

※高卒求人のレイアウトが変更となりました！
記入例は求人者のみなさまへP55～56

 求人区分
□ 求人の対象年度は間違いありませんか？ 2027（令和9）年 ３ 月卒業の求人

□ 求人の公開を希望しない場合（学校指定を希望する場合）は、求人公開開始後、企業が直接
学校にハローワークで受理された求人を持参し、情報提供する必要があります。（応募の機会
が限られます。）

 仕事内容 内容の充実を！

   □ 生徒が最も重要視する項目の一つです。応募者の目線に立って詳細かつ分かりやすい内容で
記入して下さい。会社の業務内容ではなく、採用者にやってもらう業務の内容を具体的に記入し
てください。→「求人者のみなさまへ（令和8年度版）」P53～54の記入例をご参照ください。

□ 仕事の内容の変更範囲を記載してください。将来的に仕事の内容が変更となる可能性がある場合は
その内容について記載してください。P17

 必要な知識・技能等 「取得見込可」にできないかなど見直しを！

□ 高校生の採用は未経験者の採用が基本です。できる限り応募の機会を広げていただくよう
お願いします。例えば、普通自動車運転免許が必要な場合でも、誕生日などの事情により入社
までに取得ができない生徒もいるため、入社後の取得を認める等柔軟な対応をお願いします。
※通勤のために自動車免許を記載することは不可（業務で必要になる資格等のみ記載可能）
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 賃金・手当
□ 固定残業代がある場合は、「固定残業代に関する特記事項」欄に内容をご記入ください。

【例】時間外労働の有無にかかわらず○○時間分の時間外手当として支給。
○○時間を超える時間外労働分は追加で別途支給

□ 夜勤手当等、実績により変動して支払われる手当等は、「特別に支払われる手当」に手当
の名称のみ記入し、「求人条件にかかる特記事項」欄にその内容を記入してください。

 試用期間
□ 試用期間の有無、期間、労働条件が異なる場合は補足事項、特記事項欄にその内容を記載してくださ
い。

 就業場所

□ 採用時の就業場所を記載してください。申込み時点で特定できない場合は可能性のある場所を記載し、

就業場所の決定方法・時期を補足事項へ記載してください。

□ 転勤がある場合は転勤範囲を入力欄に記載

既卒者

 □ 既卒者の応募の可否については、応募の可能性を高めるために少なくとも3年は応募可能とするよう

ご検討ください。
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 選考方法 筆記試験等は必要最低限かなど見直しを！

□ 試験の種類が多いものや選考が長くかかるものは敬遠されがちです。選考方法において、その他を
選択した場合は、詳細を「その他の選考方法」欄に記入してください。また、適性検査の具体的な
検査名も、「その他の選考方法」欄に記入してください。

□ 応募書類のパソコン作成の可否について「その他の選考方法欄」か「補足情報
欄」「特記事項欄」に記入してください。

 受付期間、選考日
□ 受付期間は、本年度は９月５日以降の日を指定してください。

   １．期間 ２．開始日のみ指定 ９ 月 ５ 日 ～ 月 日 あ

□ 選考開始期日は、本年度は９月１６日以降となっています。

□ 複数応募が可の場合は、本年度は１0月１日以降の日程をご記入ください。

 補足事項、求人条件にかかる特記事項
□ 補足事項欄等には、以下の項目がある場合、ご記入ください。

① 試用期間中の労働条件が異なる場合：労働条件が異なる場合はその内容
② 契約更新有で条件がある場合：その内容
③ その他の手当：個人の状態・実績に応じて支払われる手当等がある場合

   □ 求める人物像や会社のPRなどを記載することも効果的です。

 青少年雇用情報
□ 令和５年度～７年度の情報について、可能な限り全ての項目の完全記入を。



合同企業説明会のご案内

● 日 時：令和８年７月8日（水）・9日（木）

各日13：30～15：30（予定）（受付開始 12：30～）

● 会 場：新発田市カルチャーセンター（新発田市本町４－１６－８３）

● 参加者：新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町に就職希望の高校生

● 参加企業：ハローワーク新発田管内に就業場所を有する事業所１１６社

● 申込方法：申込みフォームからのインターネット申込み

（先着順ではありません）

● 申込期間：５月２２日（金）～５月２９日（金）

 ６月７日までに必ず求人の申込みをお願いします。
◎７日までに求人のお申し込みのない場合は、参加申込みを無効と
いたします。

◎上記申込み開始前のお申込みは無効とさせていただきます。

2027新発田地域高校生
合同企業説明会
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【参加優先事業所】

◆ ユースエール認定企業（最優先）

◆ えるぼし認定企業、くるみん認定企業、もにす認定企業、安全衛生優良企業

◆ ハローワーク新発田管内事業所

その他、管内高等学校からのリクエストや公正採用選考研修会の参加状況を加味し、
過去の状況や求人数や地域・業種・職種のバランス等で総合的に勘案し決定します。
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多数の申込みがある場合

・申込みフォームからの申込み後、登録いただいたメールアドレスへ受付した
旨のメッセージが自動で送信されます。(参加決定ではありません)

・６月７日までに求人申込みをお願いします。７日までに申込みがない場合は、
参加申込みが無効となりますのでご注意ください。

・参加の可否については、６月１９日（金）までに登録いただいたメールアド
レスへお知らせいたします。

参加申込後

◎企業情報シートの提出は5月30日までにお願いいたします。
   以降のご提出はガイドブックに掲載されませんのでご注意ください。
※掲載済みであれば再度ご提出いただく必要はございません



 

 

新卒採用をご検討中の事業主の方へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハローワーク新発田 学卒窓口では、ハローワーク新発田管内（新発田市・阿賀野市・胎内市・聖

籠町）の多く企業を学生・生徒に知ってもらうためにハローワーク新発田ＨＰ内『学卒窓口総合サイ

ト』に「企業情報シート」を掲載することにしました。 

学生・生徒のみなさんに貴社の魅力をアピールできる絶好の機会ですので、ぜひ、ご登録ください。 

 

 

 

ハローワーク新発田ＨＰの「事業主の方」 

＞新卒者、既卒者、若年者の雇用につい 

てから、企業情報シートをダウンロード 

 

ダウンロードした様式に入力後、ハロー 

ワーク新発田・学卒係あてにメール送信 

 

ハローワークで内容を確認後、ハローワ 

ーク新発田ＨＰ内「学卒窓口総合サイト」 

内へ掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生・生徒のみなさんへ企業の魅力をPRしませんか? 

3月1日から公開開始します。ぜひ、ご登録ください! 

→（リーフレット）／（企業情報シート） 

①
「
事
業
主
の
方
へ
」
ク
リ
⑁
ク 

②ここから様式をダウンロード 

１ 

２ 

３ 

掲載までの流れ 

←こちらからも該当ページに 
 移動できます。 

こ
ち
ら
に
掲
載
さ
れ
ま
す 

ハ ロ ー ワ ー ク 新 発 田  
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（事業所番号）

資本金

企業規模

300万円

50人～99人

事業概要　　　　　　　

求める人物像　　　　　

新発田市のほか県内１６か所に営業所があります。新潟市中央区・秋葉
区、西蒲区、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、十日町市、糸魚川市、南魚
沼市、佐渡市、村上市等。

事業所所在地以外の営業所等（市町村名まで）　　　

新潟県新発田市日渡９６　

0254-27-6677

https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/list/shibata.html

紹介動画企業HP1998年設立年

公
務
・
そ
の
他

「懇切」・「公正」・「迅速」を基本に信頼される
サービスに努めています。

１５０６－１２３４５６－７

所在地

T E L

U R L

株式会社　ハローワーク商事　新発田所

2024.3.1

地域の総合的雇用サービス機関として、仕事をお探しの方や事業主の方に
対して、職業紹介、雇用保険などに関する事務を行っています。

人と接することが好きな方、人の役に立つ仕事をしたい方、仕事を通じて成
長したい方　大歓迎です。

ＱＲ

コード
ＱＲ

コード

例

https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/list/shibata.html
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/list/shibata.html
https://www.youtube.com/channel/UCo0GqgYdJmoWssY0Uom1-Bw


〇

〇

あり

あり

あり

なし

あり

育児

休業

介護

休業

看護

休暇

　学生・生徒へのメッセージ

上司・部下・部署にとらわれず、積極的に意見の言い合える風

通しの良い職場です。日々業務改善を行い、チームワークで業

績アップに向けて、頑張っています！仕事のやりがいは「お客

様からの感謝の言葉」です。

インターンシップ・職場見学情報

インターンシップ

職場見学

随時

７月～８月

120日 実績なし

社内検定等制度

メンター制度

研修

自己啓発支援

キャリア

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ制度

新入社員導入研修、階層別研修、管理職研修等

業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補填

入社直後、入社３年目等の節目に人事担当者によるキャリア等に関する相談
を実施

新卒者の活躍が期待される職種例

会社について

（働きやすい環境づくりのために取り組んでいることや入社後のキャリアパスなど）

・有給休暇の取得促進のため、リフレッシュ休暇制度があり、勤続年数に
よって最大連続５日間の取得が可能となっています。（３年目…最大連続３
日、５年目…最大連続５日、以降５年ごとに最大５日間）また、毎月１日は有
給休暇が取得できるよう、従業員から予め有給休暇の計画届を出してもら
い、取得していない従業員に対しては、管理者から声掛けを行い、従業員
が休暇を取得しやすい体制を作っています。
・通常の有給休暇とは別に、有給のバースデー休暇があり、誕生月に１日
休暇が取得可能な制度があります。
・そのほか、リフレッシュデーとして、毎週水・金曜日は、残業をしない日とし
て設定しています。

年間休日 実績あり 該当者なし

　　※　求人の募集については、大卒等予定者はハローワークインターネットサービスにより「事業所番号検索」
　　　　 からご確認ください。（卒業年次４月１日以降）
　　　　 高卒予定者は学校の進路指導の先生へご確認ください｡(卒業年次７月１日以降）
　　※　募集がない場合もありますのでご了承ください。

【職業紹介】仕事をお探しの方との職業相談・職業紹介、その他不随する業
務。【雇用保険】雇用保険に関する事務手続き。専用システムへの各種
データ入力。



企業名

企業説明会ブースNo

農林水産 建築・土木 技能職エンジニア 事務・管理 製造-食品

製造-木・紙・印刷 製造-金属・鉄鋼・窯業 製造-化学・電子・機械 製造（その他) 交通・運輸

7/9　ブースNo.50 警備・清掃 接客サービス 販売・営業 医療・福祉 その他

◆募集職種について

農林水産

建築・土木

技能職エンジニア

事務・管理

製造-食品

製造-木・紙・印刷

製造-金属・鉄鋼・窯業

製造-化学・電子・機械

製造（その他)

交通・運輸

警備・清掃

接客サービス

販売・営業

医療・福祉

その他

高卒求人企業ガイド

【見方】

企業情報

シート
募集職種　◆

接客・サービスを主体とした職種。フロント、レストランホール、スポーツ・娯楽施設での接客、美容師　等

農林水産業に係る作業職

建築・土木の技術職をはじめ、一般土木作業員や重機オペレーター等を含む。

自動車整備士、電気工事士等の要資格職種や商品開発、設計等の技能・知識を要する職種

事務職、管理職（資材管理、生産管理含む）、企画、マーケティング調査　等

食品製造の生産工程に関わる職種

木材加工、木材家具、紙製品、印刷業の生産工程に関わる職種

金属製品製造、金属加工、鉄鋼業、窯業の生産工程に関わる職種

化学製品、石油製品、ゴム・プラスチック、電子部品・電子回路のほか各種機械器具製造の生産工程に関わる職種

上記にない製造業の生産工程に関わる職種

自動車運転手をはじめ、倉庫作業等、輸送、配送に関わる職種

警備業、清掃業に関わる職種

株式会社　ハローワーク商事

販売や営業を主体とした職種。

医療、福祉に関わる職種

上記にあてはまらない職種

整理番号に「聖」がつ新発田市 阿賀野市 聖籠町 整

QRコード読み込みまたは、企業名タップ（電子データの場合）で企業情報が確認できます。

この表記がある企業は「2026新発田地域企業説明会」に参加します。

若年者の育成に特に熱心な中小企業の証です。
女性活躍推進 子育てサポート

えるぼし認定企業 くるみん認定企業 ユースエール認定企業
厚生労働大臣認定マークについて就活の

参考

に!
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ユースエール認定マークの使用が可能となり、認定を受けた優良企業であ
ることを対外的にアピールできます！

厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」に企業情報を掲載し、
会社の魅力を広くアピールできます！

ハローワーク主催の合同企業説明会や面接会に優先的に参加ができます！
その他、各広報で情報発信をサポートします！

例えばハローワーク新発田では…

●「新発田地域 高校生企業説明会」優先参加
●高卒求人公開時ユースエール企業だけの紹介冊子を各校に配布！

●ハローワーク新発田館内やホームページでの企業紹介 などなど…

（株）日本政策金融公庫による低利融資や、公共調達で加点評価を受ける
ことができます！

企業のイメージアップや優秀な人材の確保、若者の職場定着に期待ができ
ます！

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが
優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が
「ユースエール認定企業」として認定しています。

ハローワーク新発田 学卒係
■新発田市日渡９６ 新発田地方合同庁舎 ■TEL:0254-27-6677

『ユースエール認定』を取得しませんか？

高卒・大卒等求人を募集している中小企業の皆さまへ

「ユースエール認定企業」のメリットは？
＜認定マーク＞

認定企業となるためには、各都道府県労働局へ申請が必要です。
申請後、裏面の認定基準を満たしていることを確認し、認定通知書を交付します。
なお、申請書の提出はハローワークでも受付しております。ご不明な点について
は最寄りのハローワークへお気軽にご相談ください。

認定企業になるための手続きは？

１

２

３

４

５

裏面の認定基準に該当していませんか？

この機会にぜひご確認ください♪

【若者雇用促進総合サイト】も便利です
ユースエール認定 到達度診断

ユースエール認定 申請書作成機能
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以下の認定基準を全て満たす中小企業（常時雇用する労働者が300人以下の事業主）であれば、
認定企業となることができます。
なお、下欄３の【離職率】【時間外労働】【有給休暇】【育休取得】が特に細かな内容の項目と
なっていますので、ご不明な点・ご質問があればお気軽にご連絡ください。

認定基準について

※１  少なくとも卒業後３年以内の既卒者が応募可であることが必要です。

※２ 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負いな
がら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者は除きます。

※３ 直近３事業年度の採用者数が３人または４人の場合は、離職者数が１人以下であれば、可とします。

※４ 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という３つの条件を満た
す休暇について、労働者１人あたり５日を上限として加算することができます。

※５ 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」
(子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業)を取得している企業については、くるみんの認
定を受けた年度を含む３年度間はこの要件を不問とします。

※６ ３、４の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から３年以内であっても再申請が可能です。

※７ 離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取り消します。

１ 「学卒求人※１」または、「35歳未満の若者を対象とした正社員求人※２」の求人申込み、募集
を行っていること

２ 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

３
右の要件を
すべて満たして
いること

「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

【離職率】
新卒者などの正社員として就職した人の離職率が、直近３事業年度で20％
以下※３であること

【時間外労働】
前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の
法定時間外労働60時間以上の正社員が１人もいないこと

【有給休暇】
前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70％
以上であること
または、年間取得日数が平均10日以上※４であること

【育休取得】
直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上であること
または、女性労働者の育児休業等取得率が75％以上※５であること

４

右の青少年雇用
情報について公
表していること
（※申請日時点で公
表していなくても、
今後公表予定であれ
ば可）

・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平
均継続勤務年数

・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティン
グ制度・社内検定等の制度の有無とその内容

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休
業の取得対象者数・取得者数（男女別）、役員・管理職の女性割合

５ 過去３年間に認定企業の取消を受けていないこと

６ 過去３年間に認定基準を満たさなくなったことにより、認定を辞退していないこと※６

７ 過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

８ 過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※７

９ 暴力団関係事業主でないこと

10 風俗営業等関係事業主でないこと

11 各種助成金の不支給措置を受けていないこと

12 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと



定着支援相談
ハローワークによる

ハローワーク職員が企業にお伺いし、新人社員の方の現状、お悩み等をお聞きし、
ご自身を振り返る機会をつくることで、早期離職の防止や職場定着の一助とします。

対
象
者

令和8年3月 新規高等学校卒業就職者
※対象者が多数の場合は、新発田所管内高校卒業者を
優先いただく場合があります。

支
援
内
容

ハローワーク職員が企業にお伺いし、対象者の方
と個別相談をさせていただく中で、個人を振り返
り、自身の強みや課題等に気づき、今後のビジョ
ン等を整理していただくことで、モチベーション
アップにつながるよう支援します。

■ご利用の流れ

STEP1 お申込み

まずはハローワークへお
電話等にてご連絡くださ
い。
対象者の確認、ご相談日
のお打ち合わせ等をさせ
ていただきます。

STEP2 ご準備 STEP3 相談実施

対象者の方と個別面談を
させていただける相談場
所（防音に配慮された個
室）と、お時間の確保に
ご協力をお願いします。

支援当日は、お一人１５
分～３０分程度のご相談
時間をいただき、個別に
面談をさせていただきま
す。

お問い合わせ先：ハローワーク新発田 学卒係
■住所：新発田市日渡96 ■開庁時間：8：30～17：15（月～金曜／祝日・年末年始を除く）

TEL 0254-27-6677

■ハローワークから１日に派遣できる職員数は、最大２名です。
■対象者が複数いる場合や、交替制勤務等で対象者全員の時間確保の調整が困難な場合は、何日かに
わたってお伺いすることも可能です。

■原則として、相談内容は守秘義務により秘匿されます。企業担当者へフィードバックが必要と判断
される場合かつご本人様の了解が得られた場合は、必要内容を担当者へお伝えすることがあります。

悩み目標

課題

強み
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